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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 8月 15日 (2007.8.15)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る 第 １ の 昇 圧 手 段 と 、 該 第 １ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前
記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 が 第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 １
の 制 御 手 段 と を 有 す る ス ト ロ ボ 装 置 と 、
　 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る た め の 外 部 電 源 と し て の 出 力 電 圧 を 発 生 さ せ る 第 ２ の
昇 圧 手 段 と 、 該 第 ２ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 出 力 電 圧 が 第 ２ の 所 定 範 囲 ま た は 所
定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 ２ の 制 御 手 段 と を 有 し 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ る 外 部
電 源 構 成 さ れ る ス ト ロ ボ シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 が 、 該 ス ト ロ ボ 装 置 に 前 記 外 部 電 源 が 接 続 さ れ た か 否 か を 検 出 す る 検
出 手 段 を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 制 御 手 段 は 、 前 記 検 出 手 段 に よ り 前 記 外 部 電 源 が 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ
れ て い る こ と が 検 出 さ れ た 場 合 に 、 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 の 第 １ の 所 定 範 囲 ま
た は 所 定 値 を 発 光 許 可 電 圧 よ り も 高 い 第 ３ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 変 更 す る よ う に し た
こ と を 特 徴 と す る ス ト ロ ボ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ の 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ の 昇 圧 手 段 に よ る 充 電 能 力 に 応 じ て 、 前 記 メ イ ン コ ン
デ ン サ の 充 電 電 圧 の 第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 を 、 前 記 外 部 電 源 の 出 力 電 圧 の 第 ２ の 所
定 範 囲 ま た は 所 定 値 よ り 低 い 予 め 設 定 さ れ た 電 圧 に 変 更 す る 処 理 と 、 前 記 メ イ ン コ ン デ ン
サ の 充 電 電 圧 の 第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 を 、 前 記 外 部 電 源 の 出 力 電 圧 の 第 ２ の 所 定 範
囲 ま た は 所 定 値 よ り 高 い 予 め 設 定 さ れ た 電 圧 に 変 更 す る 処 理 切 り 替 え る よ う に し た
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の ス ト ロ ボ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る 昇 圧 手 段 と 、 該 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 メ イ ン コ ン
デ ン サ の 充 電 電 圧 が 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 す る ス ト
ロ ボ 装 置 に お い て 、

と に よ り

と を 、



　 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る た め の 外 部 電 源 が 接 続 さ れ た か 否 か を 検 出 す る 検 出 手
段 を 有 し 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 検 出 手 段 に よ り 前 記 外 部 電 源 が 当 該 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ て い
る こ と が 検 出 さ れ た 場 合 に 、 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 を
発 光 許 可 電 圧 よ り も 高 い 別 の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 変 更 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す
る ス ト ロ ボ 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 昇 圧 手 段 に よ る 充 電 能 力 に 応 じ て 、 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電
電 圧 の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 を 、 予 め 設 定 さ れ た 低 い 電 圧 に 変 更 す る 処 理 と 、 前 記 メ イ ン
コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 を 予 め 設 定 さ れ た 高 い 電 圧 に 変 更 す る 処 理

切 り 替 え る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の ス ト ロ ボ 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る 第 １ の 昇 圧 手 段 と 、 該 第 １ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前
記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 が 第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 １
の 制 御 手 段 と を 有 す る ス ト ロ ボ 装 置 と 、
　 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る た め の 外 部 電 源 と し て の 出 力 電 圧 を 発 生 さ せ る 第 ２ の
昇 圧 手 段 と 、 該 第 ２ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 出 力 電 圧 が 第 ２ の 所 定 範 囲 ま た は 所
定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 ２ の 制 御 手 段 と を 有 し 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ る 外 部
電 源 構 成 さ れ る ス ト ロ ボ シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 が 、 該 ス ト ロ ボ 装 置 に 前 記 外 部 電 源 が 接 続 さ れ た か 否 か を 検 出 す る 検
出 手 段 と 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 及 び 前 記 外 部 電 源 に 使 用 さ れ る 電 源 電 池 の 種 類 を 判 定 す る

と を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 制 御 手 段 は 、 前 記 検 出 手 段 に よ り 前 記 外 部 電 源 が 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ
れ て い る こ と が 検 出 さ れ た 場 合 に 、 前 記 に よ り 判 定 さ れ た 電 源 電 池 の 種 類 に 応 じ
て 、 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 の 第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 を 発 光 許 可 電 圧 よ り
も 高 い 第 ３ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 変 更 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る ス ト ロ ボ シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る 第 １ の 昇 圧 手 段 と 、 該 第 １ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前
記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 が 第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 １
の 制 御 手 段 と を 有 す る ス ト ロ ボ 装 置 と 、
　 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る た め の 外 部 電 源 と し て の 出 力 電 圧 を 発 生 さ せ る 第 ２ の
昇 圧 手 段 と 、 該 第 ２ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 出 力 電 圧 が 第 ２ の 所 定 範 囲 ま た は 所
定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 ２ の 制 御 手 段 と を 有 し 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ る 外 部
電 源 構 成 さ れ る ス ト ロ ボ シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 が 、 該 ス ト ロ ボ 装 置 に 前 記 外 部 電 源 が 接 続 さ れ た か 否 か を 検 出 す る 検
出 手 段 を 有 し 、
　 前 記 外 部 電 源 が 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 及 び 前 記 外 部 電 源 に 使 用 さ れ る 電 源 電 池 の 種 類 を 判
定 す る を 有 し 、
　 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 は 、 前 記 外 部 電 源 が 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ て い る 場 合 に 、 前
記 に よ り 判 定 さ れ た 電 源 電 池 の 種 類 に 応 じ て 、 前 記 出 力 電 圧 の 第 ２ の 所 定 範 囲 ま
た は 所 定 値 を 発 光 許 可 電 圧 よ り も 高 い 第 ３ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 変 更 す る よ う に し た
こ と を 特 徴 と す る ス ト ロ ボ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る 昇 圧 手 段 と 、 該 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 メ イ ン コ ン
デ ン サ の 充 電 電 圧 が 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 す る ス ト
ロ ボ 装 置 に お い て 、
　 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る た め の 外 部 電 源 が 接 続 さ れ た か 否 か を 検 出 す る 検 出 手
段 と 、 当 該 ス ト ロ ボ 装 置 及 び 前 記 外 部 電 源 に 使 用 さ れ る 電 源 電 池 の 種 類 を 判 定 す る

と を 有 し 、
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　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 検 出 手 段 に よ り 前 記 外 部 電 源 が 当 該 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ て い
る こ と が 検 出 さ れ た 場 合 に 、 前 記 に よ り 判 定 さ れ た 電 源 電 池 の 種 類 に 応 じ て 、 前
記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 を 発 光 許 可 電 圧 よ り も 高 い 別 の 所
定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 変 更 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る ス ト ロ ボ 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 な お 、 例 え ば 、 所 定 時 間 、 所 定 負 荷 へ の 通 電 を 行 い 、 こ の 際 の 電 圧 降 下 を 検 出 す る 手 段
を 備 え 、 ス ト ロ ボ 内 蔵 電 池 お よ び 外 部 電 源 の 電 池 の 消 耗 度 あ る い は 容 量 を 検 出 す る 装 置 は
既 に 存 在 す る が 、 検 出 精 度 が 良 く な く 、 回 路 構 成 も 複 雑 に な り 、 コ ス ト も 高 く

。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る 第
１ の 昇 圧 手 段 と 、 該 第 １ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 が
第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 １ の 制 御 手 段 と を 有 す る ス ト ロ ボ 装
置 と 、 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る た め の 外 部 電 源 と し て の 出 力 電 圧 を 発 生 さ せ る 第
２ の 昇 圧 手 段 と 、 該 第 ２ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 出 力 電 圧 が 第 ２ の 所 定 範 囲 ま た
は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 ２ の 制 御 手 段 と を 有 し 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ る
外 部 電 源 構 成 さ れ る ス ト ロ ボ シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 が 、 該 ス ト ロ
ボ 装 置 に 前 記 外 部 電 源 が 接 続 さ れ た か 否 か を 検 出 す る 検 出 手 段 を 有 し 、 前 記 第 １ の 制 御 手
段 は 、 前 記 検 出 手 段 に よ り 前 記 外 部 電 源 が 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ て い る こ と が 検 出
さ れ た 場 合 に 、 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 の 第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 を 発 光 許
可 電 圧 よ り も 高 い 第 ３ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 変 更 す る よ う に し た ス ト ロ ボ シ ス テ ム と
す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 同 じ く 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 発 明 は 、 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電
す る 第 １ の 昇 圧 手 段 と 、 該 第 １ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電
電 圧 が 第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 １ の 制 御 手 段 と を 有 す る ス ト
ロ ボ 装 置 と 、 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る た め の 外 部 電 源 と し て の 出 力 電 圧 を 発 生 さ
せ る 第 ２ の 昇 圧 手 段 と 、 該 第 ２ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 出 力 電 圧 が 第 ２ の 所 定 範
囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 ２ の 制 御 手 段 と を 有 し 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続
さ れ る 外 部 電 源 構 成 さ れ る ス ト ロ ボ シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 が 、 該
ス ト ロ ボ 装 置 に 前 記 外 部 電 源 が 接 続 さ れ た か 否 か を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、 前 記 ス ト ロ ボ 装
置 及 び 前 記 外 部 電 源 に 使 用 さ れ る 電 源 電 池 の 種 類 を 判 定 す る と を 有 し 、 前 記 第 １
の 制 御 手 段 は 、 前 記 検 出 手 段 に よ り 前 記 外 部 電 源 が 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ て い る こ
と が 検 出 さ れ た 場 合 に 、 前 記 に よ り 判 定 さ れ た 電 源 電 池 の 種 類 に 応 じ て 、 前 記 メ
イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 の 第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 を 発 光 許 可 電 圧 よ り も 高 い 第 ３
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の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 変 更 す る よ う に し た ス ト ロ ボ シ ス テ ム と す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 同 じ く 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 発 明 は 、 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電
す る 第 １ の 昇 圧 手 段 と 、 該 第 １ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電
電 圧 が 第 １ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 １ の 制 御 手 段 と を 有 す る ス ト
ロ ボ 装 置 と 、 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る た め の 外 部 電 源 と し て の 出 力 電 圧 を 発 生 さ
せ る 第 ２ の 昇 圧 手 段 と 、 該 第 ２ の 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 出 力 電 圧 が 第 ２ の 所 定 範
囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 第 ２ の 制 御 手 段 と を 有 し 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続
さ れ る 外 部 電 源 構 成 さ れ る ス ト ロ ボ シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 が 、 該
ス ト ロ ボ 装 置 に 前 記 外 部 電 源 が 接 続 さ れ た か 否 か を 検 出 す る 検 出 手 段 を 有 し 、 前 記 外 部 電
源 が 、 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 及 び 前 記 外 部 電 源 に 使 用 さ れ る 電 源 電 池 の 種 類 を 判 定 す る

を 有 し 、 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 は 、 前 記 外 部 電 源 が 前 記 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ て い る 場
合 に 、 前 記 に よ り 判 定 さ れ た 電 源 電 池 の 種 類 に 応 じ て 、 前 記 出 力 電 圧 の 第 ２ の 所
定 範 囲 ま た は 所 定 値 を 発 光 許 可 電 圧 よ り も 高 い 第 ３ の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 変 更 す る よ
う に し た ス ト ロ ボ シ ス テ ム と す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 同 じ く 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 発 明 は 、 メ イ ン コ ン デ ン サ を 充 電
す る 昇 圧 手 段 と 、 該 昇 圧 手 段 の 昇 圧 動 作 に よ り 前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 が 所 定 範
囲 ま た は 所 定 値 に 至 る よ う に 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 す る ス ト ロ ボ 装 置 に お い て 、 前 記 メ
イ ン コ ン デ ン サ を 充 電 す る た め の 外 部 電 源 が 接 続 さ れ た か 否 か を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、 当
該 ス ト ロ ボ 装 置 及 び 前 記 外 部 電 源 に 使 用 さ れ る 電 源 電 池 の 種 類 を 判 定 す る と を 有
し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 検 出 手 段 に よ り 前 記 外 部 電 源 が 当 該 ス ト ロ ボ 装 置 に 接 続 さ れ て
い る こ と が 検 出 さ れ た 場 合 に 、 前 記 に よ り 判 定 さ れ た 電 源 電 池 の 種 類 に 応 じ て 、
前 記 メ イ ン コ ン デ ン サ の 充 電 電 圧 の 所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 を 発 光 許 可 電 圧 よ り も 高 い 別 の
所 定 範 囲 ま た は 所 定 値 に 変 更 す る よ う に し た ス ト ロ ボ 装 置 と す る も の で あ る 。
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